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１ 事業の目的 

 

少子高齢化の進展に伴い労働人口の減少が進む中、若者をはじめとする従業員の職場

への定着及び雇用の拡大を図ることが喫緊の課題となっています。 

四国中央市では、市内の中小企業者が従業員の労働環境の改善のために行う事業に対

し、予算の範囲内で事業に要した経費の一部を補助します。 

 

２ 補助対象者 

 

◎市内に本店（商業登記法（昭和 38 年法律第 125 号）第 17 条第２項第１号に規定す

る本店をいう。）を置く中小企業者 

※中小企業者の範囲は中小企業基本法の定義によります。（市内に住所を有する個人事

業主が市内で営む場合も含みます。） 

具体的には下表のとおりです。 

業種分類 

中小企業者（会社及び個人） 

※資本金、従業員数の一方が下記の場合 

資本金の額又は 

出資の総額 

常時使用する 

従業員の数 

① 製造業、建設業、運

輸業、その他の業種

（②～④を除く） 

３億円以下 300 人以下 

② 卸売業 １億円以下 100 人以下 

③ サービス業 5,000 万円以下 100 人以下 

④ 小売業 5,000 万円以下 50 人以下 

※法に定義する中小企業となる会社形態 

株式会社、有限会社、合名会社、合資会社、合同会社、士業法人 等 

◎常用雇用者※１（法人の代表者又は個人事業主の配偶者及び３親等以内の親族※２を除

く。）を１人以上雇用している者 

◎四国中央市ＳＤＧｓ推進事業実施要綱（令和４年四国中央市告示第 28 号）第６条第

１項に規定する推進パートナーに登録されている者 

推進パートナーの登録について 

【担当課】四国中央市経営企画部経営戦略課 

【連絡先】TEL：0896-28-6005 

Mail：seisaku@city.shikokuchuo.ehime.jp 

【HP】https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/3/25580.html 

◎市税等の滞納（猶予を除く。）がない者 

◎風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和 23 年法律第 122 号）第

２条第５項に規定する性風俗関連特殊営業又はこれに類似する業を営んでいない者 
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◎四国中央市暴力団排除条例（平成 23 年四国中央市条例第 30 号）第２条第３号に規

定する暴力団員等又はこれらと密接な関係を有する者でないもの 

 

※１…雇用保険法（昭和 49 年法律第 116 号）に規定する被保険者をいう。 

※２…３親等以内の親族は下図のとおりです。 

 

 

※過去に四国中央市労働環境改善事業費補助金の交付を受けたときは、交付を受けた日

の属する年度の終了後１年間は補助対象者とはなりません。 

 

３ 補助対象事業・経費 

 

【対象事業】 

◎市内にある補助対象者の事業所において、従業員の労働環境改善に寄与することを目

的として実施する事業で、補助対象経費の合計額が 100 万円以上の事業 

◎令和８年度の補助対象事業は、令和９年３月 31 日までに工事等が完了し、支払を終

えたものが対象となります。 

【補助対象経費】 

◎専ら従業員が使用するトイレ、洗面所、更衣室、シャワー室、休憩所その他の福利厚

生施設の整備又は改修に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費 

◎従業員の労働環境の改善を目的としたエアコン（中古品の購入及びリースを除く。）の

購入及び設置に要する経費のうち、委託料、工事請負費及び備品購入費。但し、既設

のエアコンの買換えについては対象外 

【補助対象外経費】 

・補助対象経費に係る消費税及び地方消費税 

・国、県又は公的団体から助成等を受けているときは、当該助成等の額は、補助対象

経費から控除してください。 
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【注意事項】 

・市との事前協議前に、事業に着手（着工）していないこと。 

・市との事前協議時に費用の支払いが完了しているものは、補助の対象外となります。 

・補助対象者と同一の代表者である別法人への発注や従業員個人への発注は補助の対

象とはなりません。 

・補助金の交付回数は、一の年度につき１事業者１回に限ります。 

 

４ 補助率及び限度額 

 

補助対象経費の 10 分の１ 

補助限度額 100 万円 

※補助金額の算出において 1,000 円未満の端数が生じる場合は、これを

切捨てた額が補助金の額となります。 

 

５ 申請手続 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※太枠の箇所は、事業者が行う手続きとなります。 

※提出前には、チェックリストで提出書類の確認をしてください。 

 

１ 事前確認届出 ※事前協議は、補助金の交付決定を確約するものではありません。 

①事前確認届出書 

②事業計画書 

③収支予算書 

④工事図面の写し又は導入設備のパンプレットなど事業の概要が分かるもの 

⑤補助対象事業（経費）の内訳が確認できる見積書 

⑥着工前の写真（新設及び改修に係る箇所の撮影をお願いします。） 

 

 

重要 当補助金は、着工前に市との事前協議が必要です。 

１ 

事前確認届出 

(事業者) 

２ 

事前確認届出 

内容確認(市) 

３ 

事業実施 

(事業者) 

４ 

補助金交付申請 

(事業者) 

５ 
審査・交付決定 

(市) 

６ 

補助金請求 

(事業者) 

７ 

補助金支払 

(市) 

事前協議 
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２ 事前確認届出内容確認 

事前協議では、申請者から提出のあった書類及び聞き取り等により、上記「２ 補助

対象者」及び「３ 補助対象事業・経費」の要件を満たしているかの確認を行います。 

また、必要に応じて現地調査を行います。 

 

３ 事業実施 

事前協議後は、事業計画に基づき事業を実施してください。市に事前確認届出書を

提出し、協議を行った日以降に実施した事業及びその支出が補助対象事業となります

ので、着工日及び支出年月日にはご注意ください。 

なお、やむを得ない事情により、当初予定していた事業計画の内容に変更があった

とき、又は予定していた補助金交付申請を行わなくなったときは、速やかに下記の書

類を提出してください。 

【事業内容に変更が生じる場合】 

①事前確認内容変更届 

②事業計画書（変更後） 

③収支予算書（変更後） 

④工事図面の写しなど工事の概要が分かるもの（変更後） 

⑤補助対象事業（経費）の内訳が確認できる見積書（変更後） 

⑥変更箇所が分かる写真（変更箇所の撮影をお願いします。） 

 

【事業を中止又は事業完了後に補助金交付申請を行わない場合】 

①事前確認取下げ届 

 

４ 補助金交付申請 

【申請期限】 事業完了後 30 日以内又は令和９年３月 31 日のいずれか早い日 

※申請額が予算額に達した時点で受付を締め切ります。 

 

【提出書類】 以下の書類を揃えて提出してください。 

提出前にチェックリストで提出漏れがないか確認をしてください。 

①補助金交付申請書 様式第１号 

②事業報告書 

③収支決算書 

④補助対象事業（経費）に係る領収書等の写し 

（宛名は、申請者と同一のものに限ります。） 

⑤誓約書 

⑥本店等の所在及び営業の実態が確認できる書類 

申請者が法人の場合 

⑴現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書（商業・法人登記） 

※法務局で交付請求をしてください。（有料） 
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⑵税務署に提出した、直近の「法人税確定申告書（第一表）」及び 

「法人事業概況報告書（両面）」の写し 

 

申請者が個人事業主の場合 

⑴住民票（本籍、続柄の記載がない世帯一部の住民票） 

※住民票に代えて、マイナンバーカード表面の写しを提出することができます。 

⑵税務署に提出した、直近の「所得税確定申告書 第一表」及び「青色申告決算書 

（一、二面）」又は「収支内訳書」の写し 

⑦市税等の納税証明書（完納証明書） 

※市役所市民窓口センター及び各窓口センターにて取得してください。１通当た

り 300 円必要です。なお、法人の場合、代表者以外の従業員等が窓口に来る時

は委任状が必要ですが、法人印又は代表者印を持参の場合、委任状は不要です。 

⑧四国中央市ＳＤＧｓ推進パートナー登録通知書の写し 

⑨事業完了後の写真 

（新設及び改修に係る箇所の撮影をお願いします。） 

⑩チェックリスト 

 

５ 審査・交付決定 

申請書類の審査等により、補助金を交付すべきと認めた場合は、市から事業者に

補助金交付決定通知書を郵送し、補助金の交付決定を行います。 

なお、提出いただいた書類に不足等がある場合は、書類の訂正や追加提出をお願

いする場合があります。 

また、必要に応じて現地調査を行います。 

 

６ 補助金請求 

補助金交付決定通知書の送達後、速やかに補助金交付請求書 様式第４号 を提出

してください。 

【添付書類】振込口座の通帳等の写し（申請者と同一であること） 

 

７ 補助金支払 

提出のあった補助金交付請求書により支払手続きを行います。およそ２～３週間

後に指定口座へ補助金を振込みます。 
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６ その他 

 

【申請・請求に当たっての注意事項】 

・各種提出書類には申請者の押印は不要です。 

・消せるボールペン、修正液等は使用しないでください。 

【提出方法】 

・郵便又は紙国再興課窓口までご持参ください。 



 

 

【提出先・お問合せ先】 

  〒799-0497 四国中央市三島宮川４丁目６番 55 号 

          四国中央市 産業創生部 紙国再興課 

          TEL：0896-28-6186  FAX：0896-28-6242 

          E-mail：ssk@city.shikokuchuo.ehime.jp 


